
 

手続きについて 

 

 

フロー 備考 

  

１ 申請時期と処理期間 

この申請は建築確認申請の前に行わなければなりません。 

  許可書は，申請後，受理した日から起算して２１日以内に交付いたします。 

２ 手続きの流れ 

※許可後に申請内容の変更等があった場合，取り下げの届け出が必要になります。 

○事前相談 

・建築物が都市計画施設等の区域内で許可が

必要な行為か確認します。 

・申請書類１部をご用意していただきます。 

① 許可申請 

・許可申請書は各２部提出してください。 

・受付について，書類不備等による遅延を未

然に防止するため，受付は窓口のみとして

います。 

②審査 

・申請内容について，許可・不許可の審査を

します。 

・審査の結果不許可の場合は、理由を付して

通知します。 

③許可書の交付 

・申請の受理日から２１日以内（休日，祭日

等含む。）に許可証を交付します。 

○建築確認申請 

・建築確認申請に，許可通知書を添付して提

出してください。 

・建築確認申請に関するお問い合わせは，建

築指導課にお尋ねください。 
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